
 

構造改革特別区域計画の変更の認定申請書 

 

                      平成１７年  １月２５日 
  

  内閣総理大臣  小泉  純一郎  殿  

  
 

                     行田市長 横田 昭夫  

  
 

 

 平成１６年８月２９日付けで認定を受けた構造改革特別区域計画につ

いて下記のとおり変更したいので，構造改革特別区域法第６条第１項の規

定に基づき、認定を申請します。 

  

記 

 

１  変更事項   

  ①計画本文   

   ４  構造改革特別区域の特性 

     ５  構造改革特別区域の意義 

     ６  構造改革特別区域の目標 

   ②別紙   

   ４  特定事業の内容 

   ５  当該規制の特例措置の内容 
 

２  変更事項の内容   

   別表のとおり   
 



 

「浮き城のまち人づくり教育特区」構造改革特別区域計画の変更事項の内容               
                                                                        

※下線部が変更・追加した部分  
  変更前    変更後  

４ 構造改革特別区域の特性  
これらの教育的風土や成果をもとに、

本市は、平成１６年度から、新たな施

策として、本市独自の財源措置により常

勤講師を任用することにより、小・中

学校のそれぞれの学校段階の始期であ

る小学校１・２学年並びに中学校１学年

において少人数学級編制（３０人学級）

の取組を推進していく。  
 
 
 
 
 
５ 構造改革特別区域の意義  

本市では、小・中学校のそれぞれの学

校段階の始期である小学校１・２学年及

び中学校１学年において少人数学級編

制（３０人学級）を行うことで、従来の

４０人学級編制では困難であった次の

課題が解決でき、確かな学力の向上、基

本的な生活習慣の育成にとって極めて

効果的であると考えている。  
 
 
 
 
６ 構造改革特別区域の目標  
２．具体的な取組としては、平成１６年

度から「小学校１・２学年及び中学１

学年において少人数学級（３０人学

級）を編制し、少人数指導を徹底して

行う」ことである。以下は小学校１・

２学年、中学校１学年において少人数

学級編制を行う理由である。  
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 構造改革特別区域の特性  
これらの教育的風土や成果をもとに、

本市は、平成１６年度から、新たな施

策として、本市独自の財源措置により常

勤講師を任用することにより、小・中

学校のそれぞれの学校段階の始期であ

る小学校１・２学年並びに中学校１学年

において少人数学級編制（３０人学級）

の取組を推進していく。  
さらに、平成１７年度は中学校２学

年、平成１８年度は中学校３学年にも少

人数学級編制（３４人学級）を導入する

ものである。  
 
５ 構造改革特別区域の意義  

本市では、小・中学校のそれぞれの学

校段階の始期である小学校１・２学年及

び中学校１学年において少人数学級編

制（３０人学級）、さらに、中学校２・

３学年での少人数学級編制（３４人学

級）を行うことで、従来の４０人学級編

制では困難であった次の課題が解決で

き、確かな学力の向上、基本的な生活習

慣の育成にとって極めて効果的である

と考えている。  
 
６ 構造改革特別区域の目標  

２．具体的な取組としては、平成１６

年度から「小学校１・２学年及び中学１

学 年 に お い て 少 人 数 学 級 （ ３ ０ 人 学

級）」、平成１７年度は中学校２学年、平

成１８年度は中学校３学年にも少人数

学級（３４人学級）を編制し、少人数指

導を徹底して行う」ことである。以下は

小学校１・２学年、中学校１学年、及び

中学校２・３学年において少人数学級編

制を行う理由である。  
 
「○中学校１学年」以下に追加  
○中学校２・３学年  
平成１６年度から小学校１・２学年及

び中学１学年において少人数学級編制

（３０人学級）を実施してきたが、特に



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．また、各学校において、学級担任を

含めた責任と権限をもつ常勤職員が

増えることによって、少人数学級での

きめ細かな指導のもと、子どもと地

域、学校と地域との連携を一層深める

ことを目的に、小学校の１・２学年の

生活科や中学校１学年の社会科や総

合的な学習の時間での郷土学習（行田

の歴史・行田の地域調査）、さらに中

学１学年を主体とした市内企業等に

おける３日間の職場体験学習など、子

どもが「地域を学ぶ、地域で学ぶ」ふ

るさとの学習をより充実することが

中学校１学年の３０人学級においては

次のような効果がみられてきた。  
①  落ち着いた教育環境の中で生徒の目
もよく行き届き、学習環境が充実してい

る。  
②  人数が少ない割にクラスに活気や
団結力がある。  
③  いじめや不登校が激減した。  
特に、市教育委員会事務局職員が参加

した市内中学校の保護者懇談会では、次

のような声が保護者の多くから寄せら

れた。  
「１年生の入学前には、不登校気味の

子どもが１０人もいたのに、今はいな

い。合唱コンクールで、１年生は人数が

少ないのに他学年に比べて大変よく声

が出ていた。」  
「先生の目が子ども一人一人に行き

届く。上の子どもは授業中指される回数

が１回あるかないかだったが、１年生の

子どもは授業中よく指されている。先生

が本当によく見てくれている。」  
「理科の時間、実験室が大変に広く使

え、皆が実験に参加できる。これまで苦

手だった理科が楽しくなってきた。ノー

トを書く習慣が格段に良くなった。」  
このような、１学年の学習面、生活面

の良い状態を維持・発展していくため

に、さらに少人数学級を継続していくこ

とが有効と考え、従来の４０人の学級編

制にもどることなく、中学校２・３学年

は段階的に少人数学級（３４人）編制を

行うこととした。  
 
 
４．また、各学校において、学級担任を

含めた責任と権限をもつ常勤職員が

増えることによって、少人数学級での

きめ細かな指導のもと、子どもと地

域、学校と地域との連携を一層深める

ことを目的に、小学校の１・２学年の

生活科や中学校の社会科や総合的な

学習の時間での郷土学習（行田の歴

史・行田の地域調査）、さらに中学生

の市内企業等における３日間の職場

体験学習など、子どもが「地域を学ぶ、

地域で学ぶ」ふるさとの学習をより充

実することが可能となる。これによ



可能となる。これにより、本市のもつ

教育資源を有効に活用し、ふるさと行

田に対する郷土愛や夢や希望を育む

教育を展開するものである。  
 
５．平成１６年度市費負担常勤講師  
配置計画は、以下のとおりである。  

平成１５年５月１日現在  
小学校  

１学年の児

童数  
２学年の

児童数  
市費

負担

常勤

講師

配置

予定

校  

標準学

級編制

による

学級数  

３０人

学級に

よる学

級数  

標準

学級

編制

によ

る学

級数  

３０

人学

級に

よる

学級

数  

学級数

の増加

に伴う

市費負

担常勤

講師の

数  

 ７５名  東小

学校  
  ２学

級  
３学

級  

 
１  

 １０９名  西小

学校  
  ３学

級  
４学

級  

 
１  

 ９１名  中央

小学

校    ３学

級  
４学

級  

 
１  

７３名  ６３名  南小

学校  
２学

級  
３学

級  
２学

級  
３学

級  

 
２  

８０名   北小

学校  
２学

級  
３学

級  
  

 
１  

 ６２名  太田

西小

学校    ２学

級  
３学

級  

 
１  

１１３名  ７６名  泉小

学校  
３学

級  
４学

級  
２学

級  
３学

級  

 
２  

増加

学級

数  

３学級  ６学級  ９名  

 

り、本市のもつ教育資源を有効に活用

し、ふるさと行田に対する郷土愛や夢

や希望を育む教育を展開するもので

ある。  
 
５．平成１７年度市費負担常勤講師  
配置計画は、以下のとおりである。  

平成１６年１２月１日現在  
小学校  

１学年の児

童数  
２学年の児

童数  
市費

負担

常勤

講師

配置

予定

校  

標準学

級編制

による

学級数

３０人

学級に

よる学

級数  

標準学

級編制  
による

学級数  

３０

人学

級に

よる

学級

数  

学級数

の増

加に伴

う市費

負担常

勤講

師の

数  
６４名   東小

学校  
２学

級  
３学

級  
  

 
１  

１０１名  ９４名  西小

学校  
３学

級  
４学

級  
３学

級  
４

学

級  

 
２  

６１名  ７２名  南小

学校  
２学

級  
３学

級  
２学

級  
３

学

級  

 
２  

７０名   北小

学校  
２学

級  
３学

級  
  

 
１  

６３名   太田

西小

学校  ２学
級  

３学

級  
  

 
１  

 １０２名  泉小

学校  
  ３学

級  
４

学

級  

 
１  

増加

学級

数  

５学級  ３学級  ８名

 



 
 
中学校  

１学年の生徒数  市 費

負 担

常 勤

講 師

配 置

予 定

校  

標 準 学 級

編 制 に よ

る学級数  

３ ０ 人 学

級 に よ る

学級数  

学 級

数 の

増 加

に 伴

う 市

費 負

担 常

勤 講

師 の

数  
１６８名  忍 中

学校  
５学級  ６学級  

 
１  

１０９名  行 田

中 学

校  ３学級  ４学級  

 
１  

２１３名  長 野

中 学

校  ６学級  ８学級  

 
２  

７２名  見 沼

中 学

校  ２学級  ３学級  

 
１  

９１名  太 田

中 学

校  ３学級  ４学級  

 
１  

１７７名  西 中

学校  
５学級  ６学級  

 
１  

増 加

学 級

数  

７学級  ７名  

 
学級編制は、埼玉県教育委員会による、

埼玉県市町村立小・中学校学級編制基準及

び埼玉県市町村立小・中学校県費負担教職

員配当基準に基づき決定されるが、市独自

で小学校１・２学年並びに中学校１学年に

おいて学級編制の弾力化を行い、３０人以

下学級を実現するものである。１学級の児

童・生徒数が以下に当てはまる場合は、県

の配当基準によらない学級編制を行い、学

 
 
中学校  

１学年の生

徒数  
２学年の生

徒数  
市費

負担

常勤

講師

配置

予定

校  

標準学

級編制

による

学級数

３０人

学級に

よる学

級数  

標準学

級編制  
による

学級数  

３４

人学

級に

よる

学級

数  

学級

数の

増加

に伴

う市

費負

担常

勤講

師の

数 
１３３名  １６０名  忍中

学校  
４学

級  
５学

級  
４学

級  
５学

級  

 
２  

 １１４名  行田

中  
  ３学

級  
４学

級  

 
 
１  

１９４名  １９３名  長野

中学

校  ５学

級  
※７

学級  
５学

級  
６学

級  

 
※

２  

６９名  ７４名  見沼

中学

校  ２学

級  
３学

級  
２学

級  
３学

級  

 
２  

１４７名  １７７名  西中

学校  
４学級 ５学

級  
５学

級  
６学

級  

 
２  

増加

学級

数  

５学級  ５学級  ※

９

名  
 
 
 
   ※平成１６年度より、埼玉県の学級編

制は、小学校１学年は１学級３５人を

超えるとき、小学校２学年及び中学校

１学年は、１学級３８人を超えると

き、県で基準外配当教員を１名配当

し、学級増を同意することとなった。

長野中学校１学年は１９４名であり、

埼玉県の学級編制の基準により県の



級を増加する。  

 

３１名～４０名，６１名～８０名，※９１名～

１１４名，※１２１～１５１名，※１８１名～

２１１名，※２４１名～２７１名  
 
※印は、埼玉県の学級編制の弾力化（小

学校１・２学年並びに中学校１学年におい

て、１学年３学級以上で１学級３８人を超

える学校は、県で基準外配当教員を１名配

当し、学級増を同意する）に基づき算定し

た数字である。  
平成１７年度見込み（平成１５年５月１

日現在で試算）では、小学校では８学級の

増（８名の市費負担常勤講師）、中学校は

４学級の増（４名の市費負担常勤講師）と

なる。平成１８年度は、小学校では１０学

級の増（１０名の市費負担常勤講師）、中

学校は５学級の増（５名の市費負担常勤講

師）となる見込みであり、学級数に応じた

市費負担常勤講師（平成１７年度は１２

名、平成１８年度は１５名）を雇用してい

くこととしている。  
 

７  構造改革特別区域計画の実施が構造

改革特別区域に及ぼす経済的社会的効

果  
   

（３）地域の人材育成の効果  
    学校における教職員の増加に伴い、
小学校の１・２学年の生活科や中学校

１学年の社会科や総合的な学習の時

間での郷土学習（行田の歴史・行田の

地域調査）、さらに中学１学年を主と

した市内企業等における３日間の職

場体験学習など、少人数学級でのきめ

細かな指導のもと、子どもが「地域を

学ぶ、地域で学ぶ」ふるさとの学習が

より充実することができる。子どもと

地域の結びつきがより深まり、「浮き

城のまち」を担う自覚が生まれてくる

ことが期待できる。また、地域の人が

教育に関わることで、地域の教育力が

向上するとともに、「浮き城のまち」

を愛し理解することができる人材育

基準外配当教員が１名配当されるた

め、市費負担常勤講師の数は、実際の

増加する１０学級から１減の９名と

したものである。  
平成１７年度見込み（平成１６年１２

月１日現在で試算）では、小学校で８名、

中学校は９名の市費負担常勤講師を任

用見込みである。平成１８年度は、小学

校では７名、中学校は１３名の市費負担

常勤講師を任用見込みである。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７  構造改革特別区域計画の実施が構造

改革特別区域に及ぼす経済的社会的効

果  
 
（３）地域の人材育成の効果  

    学校における教職員の増加に伴い、
小学校の１・２学年の生活科や中学校

の社会科や総合的な学習の時間での

郷土学習（行田の歴史・行田の地域調

査）、さらに中学生を主とした市内企

業等における３日間の職場体験学習

など、少人数学級でのきめ細かな指導

のもと、子どもが「地域を学ぶ、地域

で学ぶ」ふるさとの学習がより充実す

ることができる。子どもと地域の結び

つきがより深まり、「浮き城のまち」

を担う自覚が生まれてくることが期

待できる。また、地域の人が教育に関

わることで、地域の教育力が向上する

とともに、「浮き城のまち」を愛し理

解することができる人材育成につな



成につながるものとなる。  
 
別紙  
 
４ 特定事業の内容  
（４）事業の内容  
市費負担の常勤講師を任用し、市内の

小学校１・２学年及び中学校１学年にお

いて、少人数学級編制（３０人学級）を

行う。平成１６年度は１６名、平成１７

年度は１２名、平成１８年度は１５名を

任用予定とする。  
 
 
５ 当該規制の特例措置の内容  
 
 
 
 
 
 
 
５．（以下略）  
 
６．そのために、市町村立学校職員給与

負担法の特例を導入することにより、

市町村立学校職員給与負担法に基づ

き埼玉県が給与等を負担すべき常勤

教職員の配当定数を超える部分であ

る、平成１６年度から、小学校１・２

学年並びに中学校１学年における少

人数学級（３０人学級）実施に伴い必

要となる担任相当分の常勤講師を、本

市が給与等人件費を負担して任用し

ようとするものである。  

がるものとなる。  
 
別紙  
 
４ 特定事業の内容  
（４）事業の内容  

市費負担の常勤講師を任用し、市内の

小学校１・２学年及び中学校１学年にお

いて、少人数学級編制（３０人学級）を

行う。さらに、平成１７年度は中学校２

学年、平成１８年度は中学校３学年にも

少人数学級編制（３４人学級）を導入す

るものである。  
 
５ 当該規制の特例措置の内容  
「４．」の次に「５」を追加  
５．さらに、中学校１学年の少人数学級

（３０人学級）における効果を、維持・

発展させるために段階的に中学校２・３

学年の少人数学級編制（３４人学級）を

行う。  
 
６．（以下略）  
 
７．そのために、市町村立学校職員給与

負担法の特例を導入することにより、

市町村立学校職員給与負担法に基づ

き埼玉県が給与等を負担すべき常勤

教職員の配当定数を超える部分であ

る、平成１６年度から、小学校１・２

学年並びに中学校１学年における少

人数学級（３０人学級）、さらに、平

成１７年度の中学校２学年、平成１８

年度の中学校３学年の少人数学級（３

４人学級）編制実施に伴い必要となる

担任相当分の常勤講師を、本市が給与

等人件費を負担して任用しようとす

るものである。  
 


